
 

 
 

 

   ① 亜鉛の排水基準を守りましょう。（水質汚濁防止法第 12条第１項） 

 

 
      ※ 水質汚濁防止法の特定事業場のうち、１日あたりの平均的な排水量が 

        50 m3以上の事業場に適用されています。 

 

   ② 排出水の水質を定期的に測定しましょう。（水質汚濁防止法第 14条第１項） 

    特定事業場は、原則１年に１回以上、排出水の汚染状態の測定が義務付けられています。 

   ③ ノニルフェノール及び LASは、排水基準はありませんが、 

     排水を適切に処理する、水生生物への影響の少ない代替品を使用するなど、 

    環境中への排出の低減に努めましょう。 

   ④ 排水処理施設の定期的な点検整備など、維持管理を適切に行いましょう。 

 

 

 

   ① 調理くずや油は排水と一緒に流さず、適正に処理しましょう。 

   ② 洗濯や入浴などの際は洗剤を適量だけ使い、風呂の残り湯 

     を洗濯に有効利用するなど、できるだけ汚れを川や海に 

     流さないようにしましょう。 

   ③ 地域の水環境保全活動に積極的に参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


